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保険給付

（１割負担分） 3,438円／月

（水道光熱費含む）

保険外給付
食　　費

おむつ等
〔紙パット　小〕４0円／枚　　〔紙パット　大〕８0円／枚　　　〔紙パンツ〕１２０円／枚   　〔紙おむつ〕１３0円／枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　税別価格です

宿泊費

※ご家庭で使用されているものをお使いにな
る場合、費用はかかりません。

2,000円／1泊

〔朝食〕350円／食　　〔昼食〕500円／食　　〔夕食〕500円／食　　〔お茶うけ〕100円／食

6,948円／月介護サービス費
※1か月単位の包括費用です。

10,423円／月 27,117円／月

要介護区分

22,283円／月 24,593円／月15,318円／月

※状況に応じ各種加算が算定される場合があります。（詳細は裏面を参照）



※各種加算

750円／月 □

640円／月 □

350円／月 □

 30円／日 □

６４円／日

1,000円／月 □

900円／月 □

700円／月 □

480円／月 □

800円／月 □

500円／月 □

800円／月 □

１,000円／月 □

100円／日 □

200円／日 □

２０円／日
（6月に1回）

□

４０円／月 □

基本報酬
＋０．１％

□

１０/１００/月 □

200円／月 □

100円／月 □

300円／月 □

中山間地域等における
小規模事業所加算

別に厚生労働大臣が定める地域（①豪雪地帯、特別豪雪地帯　②辺地　③半島振興対策実施地域　④特別農山村　⑤過疎地域）に所在する事業所
が、サービス提供を行った場合

※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（所定単位数×１５／１０００）が加算されます。

　　医療連携加算（退院時） 退院するに当たり病院等から適切な情報提供を受けた上で居宅サービス計画しサービスを提供した場合、　その月にのみ算定されます。

※利用を開始してから30日間は初期加算が算定されます。

※介護職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数×１０２／１０００）が加算されます。

        加賀市独自加算

　　独居加算 お一人暮らしの方が利用される場合に算定されます。

訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等から助言を受け、生活機能向上を目的とした計画を作成した場合に算定されます。

訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等と居宅を訪問し身体状況等の評価を共同で行い、生活機能向上を目的とした計画を作成した場合に算
定されます。

　　医療連携加算（入院時） 入院するに当たり7日以内に入院先に必要な情報を提供する等の適切な連携を図った場合、その月にのみ算定されます。

科学的介護推進体制加算

新型コロナウイルス感染対策への
特例的な評価（R３．４～９）

生活機能向上連携加算 Ⅰ，Ⅱのいずれかに該当する場合に加算されます。

　生活機能向上連携加算Ⅰ

　生活機能向上連携加算Ⅱ

口腔・栄養スクリーニング加算
介護サービス事業所の従事者が、利用開始時及び利用中６ヶ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用
者を担当する介護支援専門員に提供していること。

認知症加算

　　認知症加算Ⅱ

総合マネジメント体制強化加算　　　（区
分支給限度基準額の算定に含めない）

個別サービス計画について介護・看護職員等の他職種協働により随時適切に評価され、見直しの際は内容を説明し記録している場合。地域における活
動への参加の機会が確保されている。場合に算定されます。

要介護２に該当し、認知症自立度Ⅱの方が利用される場合に算定されます。

　　看護職員配置加算Ⅰ

Ⅰ，Ⅱのいずれかに該当する場合に加算されます。

　　看護職員配置加算Ⅱ 常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置している場合に算定されます。

サービス提供体制強化加算
（区分支給限度基準額の算定に含めない）

看護職員配置加算

    サービス提供体制強化加算Ⅲ

初期加算

訪問サービス機能強化加算
（区分支給限度基準額の算定に含めない）

    サービス提供体制強化加算Ⅰ

訪問担当職員を２名以上配置し事業所における訪問回数が一定以上ある場合加算されます。

Ⅰ，Ⅱのいずれかに該当する場合に加算されます。

看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士４０％以上である場合に算定されます。もしくは、常勤職員が６０％以上。もしくは、勤続年数７年以上の者が３
０％以上。

利用登録日から３０日間加算されます。

要件

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲのいずれかに該当する場合に加算されます。

看護職員配置加算Ⅰを取得し看護師における２４時間連絡体制を確保し看取り期における対応方針を定め当該指針の内容を説明し同意を得ている場
合加算されます。
死亡日から死亡日前３０日以下まで

看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士が５０％以上配置されている場合に算定されます。

名称

看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士が７０％以上配置されている場合に算定されます。もしくは、勤続１０年以上の介護福祉士２５％以上。

    サービス提供体制強化加算Ⅱ

受け入れた若年性認知症の方に個別に担当者を定めている場合に算定されます。

かかる費用

看取り連携体制加算
（区分支給限度基準額の算定に含めない）

常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合に算定されます。

常勤換算方法で看護師を1名以上配置している場合に算定されます。

若年性認知症利用者受入加算

　　看護職員配置加算Ⅲ

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方が利用される場合に算定されます。　　認知症加算Ⅰ


